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議会改革推進委員会の協議結果について（答申） 

 

令和３年１０月２１日付け佐議第３８５号で諮問のありました検討項目につ

いて、下記のとおり答申いたします。 

 

記 

１ 検討項目 

「タブレット端末の活用・議会のペーパーレス化」について 

 

２ 協議結果 

議会へのタブレット端末の導入については、令和５年の改選後からとし、 

導入目的等を明記した「タブレット端末を活用した佐倉市議会ＩＣＴ化方針」

を定め、令和４年４月１３日付けで中間答申いたしたところですが、引き続

き導入に向けた協議を行い、下記の結論に至りました。 

 

 □導入するタブレット端末の通信方式は、Ｗｉ－Ｆｉモデルとする。 

□その通信費については、按分の上、政務活動費を充当できることとする。 

□タブレット端末の使用ルールとして、佐倉市議会タブレット端末使用基

準を制定する。 

□オンライン会議の実施を可能とするため、佐倉市議会委員会条例、佐倉

市議会会議規則を改正する。 

□議場、委員会室に電子機器の持ち込みを認めるため、議会運営委員会申

し合わせ事項を改正する。 

□クラウド型文書共有システム、チャットアプリ等の運用方法を明記した

佐倉市議会会議用システム及びグループウェア等の利用に関する要領を

作成する。 

  



３ 協議の経過等 

 令和３年１０月２１日  第１回委員会 議長諮問 

 令和３年１１月 ９日  第２回委員会 導入スケジュール、検討項目協議 

令和４年 ３月３０日  第３回委員会 導入目的等協議 

  

令和４年 ４月１３日  第４回委員会 協議、中間答申 

             「タブレット端末を活用した佐倉市議会ＩＣＴ化

方針について」 

令和４年 ５月２７日  第５回委員会 協議  

「タブレット端末の通信方式について」 

 令和４年 ７月 １日  第６回委員会 協議 

             「通信費に係る政務活動費の取扱いについて」 

 令和４年 ８月２２日  第７回委員会 協議 

             「通信費に係る政務活動費の取扱いについて」 

 令和４年 ９月３０日  第８回委員会 協議 

             「佐倉市議会タブレット端末使用基準について」 

 令和４年１１月 ７日  第９回委員会 協議 

             「佐倉市議会委員会条例・佐倉市議会会議規則の

改正について」 

 令和４年１２月１４日  第１０回委員会 協議 

             「議会運営委員会申し合わせ事項の改正、佐倉市

議会会議用システム及びグループウェア等の利

用に関する要領について」 

 令和４年１２月１９日  答申 
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